
令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様
式
第
二
十
二
号
の
十
一










（

第
十
三
条
の
三
関
係
）

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



（
新
設
）

様
式
第
二
十
二
号
の
十
二










（

第
十
三
条
の
三
関
係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様式第二十五号の二（第十七条の四関係）

（表 面）

（略）

様式第二十五号の二（第十七条の四関係）

（表 面）

（略）

この申請書により、建設業法第26条第５項

     

の登録を申請します。

年 月 日

申請者

国土交通大臣 殿

この申請書により、建設業法第26条第４項

     

の登録を申請します。

年 月 日

申請者

国土交通大臣 殿

（略）

様式第二十五号の三（第十七条の九

     

関係）

（略）

様式第二十五号の四（第十七条の三十二

       

関係）

（略）

（略）

様式第二十五号の三（第十七条の三十

      

関係）

（略）

様式第二十五号の四（第十七条の二十九

       

関係）

（略）

（略）

記載要領

１～４ （略）

５ 「申請者氏名」の欄における「フリガナ」のカラムには、申請者の氏名をカタカナで例えば、

カ ス ミ カ ゙セ キ のように左詰めで記入すること。その際、濁点及び半濁点は
１文字として扱うこと。また、資格者証に旧姓の併記を希望する場合は、「旧姓」の欄に旧姓を

                                 

併記すること

     

。

６～10 （略）

11 「監理技術者講習修了履歴」の欄における「修了番号」のカラムには、過去５年以内の日の

    

属する年の内

     

に修了した監理技術者講習がある場合に限り記入すること。その際、過去５年以



内の日の属する年の内

         

に講習を複数回修了している場合にあつては、最新のものの修了番号を

記入すること。

（略）

記載要領

１～４ （略）

５ 「申請者氏名」の欄における「フリガナ」のカラムには、申請者の氏名をカタカナで例えば、

カ ス ミ カ ゙セ キ のように左詰めで記入すること。その際、濁点及び半濁点は
１文字として扱うこと

 

。

６～10 （略）

11 「監理技術者講習修了履歴」の欄における「修了番号」のカラムには、過去５年以内

 

に修了

した監理技術者講習がある場合に限り記入すること。その際、過去５年以内

 

に講習を複数回修

了している場合にあつては、最新のものの修了番号を記入すること。

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







様式第二十五号の五（第十七条の三十三

       

関係）

（略）

様式第二十五号の六（第十七条の三十四

       

関係）

（略）

様式第二十五号の五（第十七条の三十

      

関係）

（略）

様式第二十五号の六（第十七条の三十一

       

関係）

（略）

（略）
記載要領
１～４ （略）
５ 「申請者氏名」の欄は、申請者の氏名（変更があつた場合は、変更後の氏名）を記入するこ
と。「フリガナ」のカラムには、申請者の氏名（変更があつた場合は、変更後の氏名）をカタカ

ナで例えば、カ ス ミ カ ゙セ キ のように左詰めで記入すること。その際、濁点
及び半濁点は１文字として扱うこと。また、資格者証に旧姓の併記を希望する場合は、「旧姓」

                           

の欄に旧姓を併記すること

           

。
６～10 （略）

（略）
記載要領
１～４ （略）
５ 「申請者氏名」の欄は、申請者の氏名（変更があつた場合は、変更後の氏名）を記入するこ
と。「フリガナ」のカラムには、申請者の氏名（変更があつた場合は、変更後の氏名）をカタカ

ナで例えば、カ ス ミ カ ゙セ キ のように左詰めで記入すること。その際、濁点
及び半濁点は１文字として扱うこと

 

。

６～10 （略）

様式第二十五号の七（第十七条の三十五

       

関係）

（略）

様式第二十五号の七（第十七条の三十二

       

関係）

（略）

（略）
記載要領
１～３ （略）
４ 「申請者氏名」の欄における「フリガナ」のカラムには、申請者の氏名をカタカナで例えば

カ ス ミ カ ゙セ キ のように左詰めで記入すること。その際、濁点及び半濁点は
１文字として扱うこと。また、資格者証に旧姓の併記を希望する場合は、「旧姓」の欄に旧姓を

                                 

併記すること

     

。
５～７ （略）
８ 「監理技術者講習修了履歴」の欄における「修了番号」のカラムには、過去５年以内の日の

    

属する年の内

     

に修了した監理技術者講習がある場合に限り記入すること。その際、過去５年以



内の日の属する年の内

         

に講習を複数回修了している場合にあつては、最新のものの修了番号を
記入すること。

（略）

記載要領

１～３ （略）

４ 「申請者氏名」の欄における「フリガナ」のカラムには、申請者の氏名をカタカナで例えば

カ ス ミ カ ゙セ キ のように左詰めで記入すること。その際、濁点及び半濁点は
１文字として扱うこと

 

。

５～７ （略）

８ 「監理技術者講習修了履歴」の欄における「修了番号」のカラムには、過去５年以内

 

に修了

した監理技術者講習がある場合に限り記入すること。その際、過去５年以内

 

に講習を複数回修

了している場合にあつては、最新のものの修了番号を記入すること。

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







（新設）様式第二十五号の八

        

（第十八条の八

     

関係）

様式第二十五号の九

        

（第十八条の二十一

       

関係）
（略）

この者は、建設業法施行規則第十八条の三第三項第二号ロ

            

の登録経理試験に合格した者である
ことを証します。

（略）

様式第二十五号の七の二

          

（第十八条の六

     

関係）
（略）

この者は、建設業法施行規則第十八条の三第二項第二号

           

の登録経理試験に合格した者であるこ
とを証します。

（略）

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







様
式
第
二
十
五
号
の
十









（

第
十
八
条
の
二
十
五
関
係
）

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様式第二十五号の八

        

（第十九条の三関係）

（略）

様式第二十五号の九

        

（第十九条の四関係）

（略）

様式第二十五号の十

        

（第十九条の五関係）

（略）

注）「処理の区分」の欄は、建設業法施行規則別記様式第25号の８

          

の記載要領の別表の分類に

従い、経営状況分析を行つた処理の区分を表示してあります。

（略）

様式第二十五号の十一

         
（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

（略）

様式第二十五号の十一
         

（第十九条の三関係）

（略）

様式第二十五号の十二

         

（第十九条の四関係）

（略）

様式第二十五号の十三

         

（第十九条の五関係）

（略）

注）「処理の区分」の欄は、建設業法施行規則別記様式第25号の11

          

の記載要領の別表の分類に

従い、経営状況分析を行つた処理の区分を表示してあります。

（略）

様式第二十五号の十四

         

（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

（略）

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







別
紙
一

別
紙
一

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



様式第二十五号の十五


（第十九条の九、第二十一条の四関係）

様式第二十五号の十二


（第十九条の九、第二十一条の四関係）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



様式第二十五号の十六


（第二十一条の五関係）

（略）

様式第二十五号の十七


（第二十一条の六関係）

記載要領

１・２ （略）

３ 「審査基準日」の欄は、経営状況分析の申請があつた日の直前の事業年度の終了の日（別記


様式第25号の11


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了

の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記載すること。

４～７ （略）

様式第二十五号の十八


（第二十一条の九関係）

記載要領

１・２ （略）

３ 「審査基準日」の欄は、経営状況分析の申請があつた日の直前の事業年度の終了の日（別記


様式第25号の11


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了

の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記載すること。

４ 「法人又は個人の別」の欄は、別記様式第25号の11


の「法人又は個人の別」の欄に応じて、「法

人」又は「個人」と記載すること。

５ （略）

６ 「特記事項」の欄は、別記様式第25号の11


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する

場合においては、「合併時経審」等、その旨を記載すること。

７・８ （略）

別紙

記載要領

１ （略）

２ 「審査基準日」の欄は、経営状況分析の申請があつた日の直前の事業年度の終了の日（別記


様式第25号の11


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了

の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記載すること。

３～７ （略）

様式第二十五号の十三


（第二十一条の五関係）

（略）

様式第二十五号の十四


（第二十一条の六関係）

記載要領

１・２ （略）

３ 「審査基準日」の欄は、経営状況分析の申請があつた日の直前の事業年度の終了の日（別記


様式第25号の８


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了

の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記載すること。

４～７ （略）

様式第二十五号の十五


（第二十一条の九関係）

記載要領

１・２ （略）

３ 「審査基準日」の欄は、経営状況分析の申請があつた日の直前の事業年度の終了の日（別記


様式第25号の８


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了

の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記載すること。

４ 「法人又は個人の別」の欄は、別記様式第25号の８


の「法人又は個人の別」の欄に応じて、「法

人」又は「個人」と記載すること。

５ （略）

６ 「特記事項」の欄は、別記様式第25号の８


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する

場合においては、「合併時経審」等、その旨を記載すること。

７・８ （略）

別紙

記載要領

１ （略）

２ 「審査基準日」の欄は、経営状況分析の申請があつた日の直前の事業年度の終了の日（別記


様式第25号の８


の記載要領の別表の各欄のいずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了

の日以外の日を審査基準日として定めるときは、その日）を記載すること。

３～７ （略）

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







様式第二十七号

      

（第二十四条関係）様式第二十七号

      

（第二十四条関係）

様式第二十九号（第二十五条関係）

記載要領

１ （略）

２ 「専任の有無」の欄は、法第26条第３項本文の規定

    

に該当する場合に、「専任」と記載し、同

    

項ただし書に該当する場合には、「非専任（監理技術者を補佐する者を配置）」と記載

                                    

すること。

３～５ （略）

様式第二十九号（第二十五条関係）

記載要領

１ （略）

２ 「専任の有無」の欄は、法第26条第３項の規定

  

に該当する場合に、「専任」と記載

 

すること。

３～５ （略）

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第



号
)

官
報







様
式
第
三
十
号






（

第
二
十
九
条
関
係
）

様
式
第
三
十
号






（

第
十
八
条
の
三
の
六
関
係
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



（
施
工
技
術
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

施
工
技
術
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
建
設
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
試
験
の
科
目
及
び
基
準
）

（
試
験
の
科
目
及
び
基
準
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

建
設
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
種
別
を

定
め
た
場
合
に
お
け
る
学
科
試
験
及
び
実
地
試
験
の
科
目
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
科
目
の
う
ち
か
ら
国
土
交

通
大
臣
が
種
別
ご
と
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

建
設
業
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。）第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
種

別
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
学
科
試
験
及
び
実
地
試
験
の
科
目
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
科
目
の
う
ち
か
ら
国

土
交
通
大
臣
が
種
別
ご
と
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
令
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
種
目
及
び
級
）

（
令
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
種
目
及
び
級
）

第
一
条
の
二

令
第
三
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
種
目
及
び
級
は
、土
木
施
工
管
理
、

建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
、
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
及
び
造
園
施
工
管
理

の
二
級
と
す
る
。

第
一
条
の
二

令
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
種
目
及
び
級
は
、
土
木
施
工

管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理
、
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
及
び
造
園
施

工
管
理
の
二
級
と
す
る
。

（
令
第
三
十
六
条
の
学
科
）

（
令
第
二
十
七
条
の
五
の
学
科
）

第
二
条

令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
ロ

及
び

並
び
に
第
二
号
ロ

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
学
科
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
定
種
目
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
学
科
と
す
る
。

第
二
条

令
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
二
項
第
一
号
ロ

及
び

並
び
に
第
二
号

ロ

の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
学
科
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
検
定
種
目
に
応
じ
て
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
学
科
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
受
検
申
請
）

（
受
検
申
請
）

第
四
条

技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受

検
申
請
書
に
、
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し

く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同

条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し
く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第

四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
そ
の
他
の
者
に
あ
つ
て
は
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を

そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
術
検
定
受

検
申
請
書
に
、
令
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し
く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類

を
、
同
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し
く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者
に
あ

つ
て
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項
第
一
号
イ
又
は
第
二
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ

て
は
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
そ
の
他
の
者
に
あ
つ
て
は
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る

書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
し
て
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
（
技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
受
検
申
請
書
の
受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き

は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し
く
は
第
二

号
ロ

に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
学
科
を
修
め
た
こ
と
を
証
す

る
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な

書
類
）

一

令
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し
く
は

第
二
号
ロ

に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
学
科
を
修
め
た
こ
と
を

証
す
る
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適

当
な
書
類
）

二

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
三
十
六
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は
第
二
号
ロ

の
規

定
に
よ
る
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
と
な
る
べ
き
書
類
（
実
務
経
験
を
証
す
る
書
類
を
除
く
。）

二

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
四
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は
第
二
号
ロ

の
規
定
に
よ
る
認
定
を
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
と
な
る
べ
き
書
類
（
実
務
経
験
を
証
す
る
書
類
を
除
く
。）

三

実
務
経
験
を
証
す
る
様
式
第
二
号
に
よ
る
使
用
者
の
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

三

実
務
経
験
を
証
す
る
様
式
第
二
号
に
よ
る
使
用
者
の
証
明
書
（
そ
の
証
明
書
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
正

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
る
適
当
な
書
類
）

四

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
す
る
精
神
上
及
び
身
体
上
の
欠
陥
が
な
い
こ
と

を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

四

国
土
交
通
大
臣
が
令
第
二
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
つ
て
指
定
す
る
精
神
上
及
び
身
体
上
の
欠
陥
が
な
い

こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

五

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

五

申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
種
目
及
び
級
（
学
科
試
験
に
合
格
し
た
技
術
検
定
が
建
設
機
械
施
工
又
は
土

木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
技
術
検
定
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
種
目
及
び
種
別
）
を
同
じ
く
す
る
次
回
の

技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
三
十
六
条
第
一
項

第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し
く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者
に
あ

つ
て
は
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
、
同
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く

は

若
し
く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
、
そ
の
他
の
者
に
あ

つ
て
は
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第
二
項

第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
者
及
び
第
二
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
者
が
初
め
て
実
地
試
験

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

学
科
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
種
目
及
び
級
（
学
科
試
験
に
合
格
し
た
技
術
検
定
が
建
設
機
械
施
工
又
は
土

木
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
技
術
検
定
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
種
目
及
び
種
別
）
を
同
じ
く
す
る
次
回
の

技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
二
十
七
条
の
五
第

一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若
し
く
は

若
し
く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者

に
あ
つ
て
は
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
、
同
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
二
項
第
一
号
ロ

若

し
く
は

若
し
く
は
第
二
号
ロ

に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
、
そ
の
他
の
者

に
あ
つ
て
は
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
条
第

二
項
第
一
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
者
及
び
第
二
号
ロ

か
ら

ま
で
に
該
当
す
る
者
が
初
め
て
実
地

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
試
験
の
免
除
の
申
請
）

（
試
験
の
免
除
の
申
請
）

第
五
条

令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
様
式
第
三
号
に
よ
る
技
術
検
定
試
験
全
部
免
除
申
請
書
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
技
術
検
定
の
学
科

試
験
又
は
実
地
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
技
術
検
定
試
験
一
部
免
除

申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
免
除
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
技

術
検
定
受
検
申
請
書
と
と
も
に
国
土
交
通
大
臣
（
技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
試
験
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
試
験
一
部
免
除
申
請
書
の
受
理

に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
五
条

令
第
二
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
様
式
第
三
号
に
よ
る
技
術
検
定
試
験
全
部
免
除
申
請
書
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
技
術
検
定
の

学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
技
術
検
定
試
験
一
部

免
除
申
請
書
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
免
除
を
受
け
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ

を
技
術
検
定
受
検
申
請
書
と
と
も
に
国
土
交
通
大
臣
（
技
術
検
定
の
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
の
全
部
又
は
一

部
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
の
技
術
検
定
試
験
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定
試
験
一
部
免
除
申
請
書
の

受
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定
試
験
機
関
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
受
検
票
の
交
付
）

（
受
検
票
の
交
付
）

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
（
受
検
票
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
）
は
、
技
術
検
定
受
検
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
令
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
試
験
の
免
除
の

申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
並
び
に
技
術
検
定
試
験
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術
検
定

試
験
一
部
免
除
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
）
を
審
査
し
、
受
検
資
格
（
令
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
試
験
の

免
除
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
検
資
格
及
び
試
験
の
免
除
を
受
け
る
資
格
）
が
あ
る
と
認
め
た

者
に
様
式
第
五
号
に
よ
る
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
学
科

試
験
及
び
実
地
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
て
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
受
検
票
を
交

付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
六
条

国
土
交
通
大
臣
（
受
検
票
の
交
付
に
関
す
る
事
務
を
行
う
者
が
指
定
試
験
機
関
で
あ
る
と
き
は
、
指
定

試
験
機
関
）
は
、
技
術
検
定
受
検
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
（
令
第
二
十
七
条
の
七
に
規
定
す
る
試
験
の
免

除
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
並
び
に
技
術
検
定
試
験
全
部
免
除
申
請
書
又
は
技
術

検
定
試
験
一
部
免
除
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
）
を
審
査
し
、
受
検
資
格
（
令
第
二
十
七
条
の
七
に
規
定
す

る
試
験
の
免
除
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
受
検
資
格
及
び
試
験
の
免
除
を
受
け
る
資
格
）
が
あ
る

と
認
め
た
者
に
様
式
第
五
号
に
よ
る
受
検
票
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
第
二
十
七
条
の
七
の
規

定
に
よ
り
学
科
試
験
及
び
実
地
試
験
の
全
部
の
免
除
を
受
け
て
技
術
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て

は
、
受
検
票
を
交
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。）の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
十
月
一
日
。
以
下「
施
行
日
」と
い
う
。）

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
第
十
七
条
の
十
四
の
改
正
規
定（「
そ
の
日
の
前
五
年
以
内
に
行
わ
れ
た
同
項
の
登
録
を
受
け
た
講
習
を
受
講
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
同
項
の
登
録
を
受
け
た
講
習
を
受
講
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
四
記
載
要
領
11
の
改
正
規
定
及
び
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
七
記
載
要
領
８
の
改
正
規
定

令
和
三
年
一
月
一
日

（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

施
行
日
前
に
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
設
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
の
交
付
を
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
講
ず
る
措
置
が
適
合
す
べ
き
技

術
的
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
建
設
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）第
十
三
条
の
四
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

施
行
日
前
に
建
設
工
事
の
請
負
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
施
工
体
制
台
帳
、
再
下
請
通
知
、
施
工
体
系
図
及
び
法
第
四
十
条
の
三
に
規
定
す
る
帳
簿
の
記
載
事
項
及
び
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
四
条
の
二
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
四
条
の
四
第
一
項
、
第
十
四
条
の
六
並
び
に
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条

新
規
則
第
十
八
条
の
三
の
経
営
事
項
審
査
の
客
観
的
事
項
に
関
す
る
規
定
は
、
令
和
三
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
る
経
営
事
項
審
査
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
し
、
令
和
二
年
度
に
お
い
て
行
わ
れ
る
経
営
事
項
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条

新
規
則
第
十
八
条
の
三
第
三
項
第
二
号
ハ
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
規
則
第
十
八
条
の
二
十
三
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
規
則
第
十
八
条
の
二
十
四
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
五
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
は
、
施
行
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。





（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
省
令
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
二
号
の
表
解
体
工
事
業

の
項
第
一
号
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
四
か
ら
第
十
八
条
の
十
八
ま
で
（
第
十

八
条
の
四
第
二
項
第
五
号
、
第
十
八
条
の
六
第
二
項
第
五
号
及
び
第
十
八
条
の
八
第
七
号
を
除
く
。）の
規
定
を

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
二
号
の
表
解
体
工
事
業

の
項
第
一
号
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
建
設
業
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
三
の
十
六
ま

で
（
第
十
八
条
の
三
の
二
第
二
項
第
五
号
、
第
十
八
条
の
三
の
四
第
二
項
第
五
号
及
び
第
十
八
条
の
三
の
六
第

七
号
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
の
四
第
一
項

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
二
第
一
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第

二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並

び
に
第
三
項
第
三
号
及
び
第

五
号
、
第
十
八
条
の
五
第
三

号
、
第
十
八
条
の
六
第
二
項

第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、

第
十
八
条
の
八
（
見
出
し
を

含
む
。）、
第
十
八
条
の
十
、

第
十
八
の
十
一
（
見
出
し
を

含
む
。）、第
十
八
条
の
十
四
、

第
十
八
条
の
十
五
、
第
十
八

条
の
十
六
第
三
項
、
第
十
八

条
の
十
七
並
び
に
第
十
八
条

の
十
八
第
四
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
二
第
一

項
、
第
二
項
第
二
号
及
び
第

三
号
並
び
に
第
三
項
第
三
号

及
び
第
五
号
、
第
十
八
条
の

三
の
三
第
三
号
、
第
十
八
条

の
三
の
四
第
二
項
第
二
号
か

ら
第
四
号
ま
で
、
第
十
八
条

の
三
の
六
（
見
出
し
を
含

む
。）、第
十
八
条
の
三
の
八
、

第
十
八
の
三
の
九
（
見
出
し

を
含
む
。）、
第
十
八
条
の
三

の
十
二
、
第
十
八
条
の
三
の

十
三
、
第
十
八
条
の
三
の
十

四
第
三
項
、
第
十
八
条
の
三

の
十
五
並
び
に
第
十
八
条
の

三
の
十
六
第
四
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
四
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
二
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
四
第
二
項
及
び

第
三
項
第
六
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
二
第
二
項

及
び
第
三
項
第
六
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
四
第
二
項
第
四

号
及
び
第
三
項
第
四
号
並
び

に
第
十
八
条
の
十
第
六
号

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
委
員

登
録
解
体
工
事
講
習
委
員

第
十
八
条
の
三
の
二
第
二
項

第
一
号

第
十
八
条
の
三
の
四

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
四

十
八
条
の
三
の
二
第
二
項
第

四
号
及
び
第
三
項
第
四
号
並

び
に
第
十
八
条
の
三
の
八
第

六
号

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
委
員

登
録
解
体
工
事
講
習
委
員
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第
十
八
条
の
四
第
二
項
第
四

号

第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
合
議
制
の
機
関
を
構
成
す
る

者

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す

る
第
十
八
条
の
六
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
講
師
と
し
て
登
録
解

体
工
事
講
習
事
務
に
従
事
す
る
者

第
十
八
条
の
三
の
二
第
三
項

第
四
号

第
十
八
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号

イ
又
は
ロ

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
四
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ

第
十
八
条
の
三
の
二
第
三
項

第
六
号

次
条
各
号

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
次
条
各
号

第
十
八
条
の
五
、
第
十
八
条

の
六
第
二
項
、
第
十
八
条
の

七
第
一
項
、
第
十
八
条
の
十

五
第
六
号
及
び
第
十
八
条
の

十
八
第
一
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
三
、
第
十

八
条
の
三
の
四
第
二
項
、
第

十
八
条
の
三
の
五
第
一
項
、

第
十
八
条
の
三
の
十
三
第
六

号
、
第
十
八
条
の
三
の
十
六

第
一
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
六
第
一
項

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

を
二
名
以
上
含
む
五
名
以
上
の
者

に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
合
議
制
の

機
関
に
よ
り
試
験
問
題
の
作
成
及

び
合
否
判
定
が
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国

の
学
校
に
お
い
て
登
録
基
幹
技

能
者
講
習
の
種
目
に
関
す
る
科

目
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は

准
教
授
の
職
に
あ
り
、
若
し
く

は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
又

は
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
の
種

目
に
関
す
る
科
目
の
研
究
に
よ

り
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た

者
ロ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
に
掲
げ

る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有

す
る
と
認
め
る
者

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
が
講
師
と
し
て
登
録
解
体
工

事
講
習
事
務
に
従
事
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ

解
体
工
事
の
監
理
技
術
者

と
な
つ
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

外
国
の
学
校
に
お
い
て
土
木

工
学
、
建
築
工
学
そ
の
他
登

録
解
体
工
事
講
習
に
関
す
る

科
目
を
担
当
す
る
教
授
若
し

く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ

つ
た
者
又
は
登
録
解
体
工
事

講
習
に
関
す
る
科
目
の
研
究

に
よ
り
博
士
の
学
位
を
授
与

さ
れ
た
者

ハ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る

者

第
十
八
条
の
三
の
三
第
二

号
、
第
十
八
条
の
三
の
十
六

第
四
号

第
十
八
条
の
三
の
十
三

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
十
三

第
十
八
条
の
三
の
四
第
一
項

第
十
八
条
の
三
の
二

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
二

第
十
八
条
の
三
の
六
第
三
号

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
六
第
三
号

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

を
二
名
以
上
含
む
五
名
以
上
の
者

に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
合
議
制
の

機
関
に
よ
り
試
験
問
題
の
作
成
及

び
合
否
判
定
が
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

イ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国

の
学
校
に
お
い
て
登
録
基
幹
技

能
者
講
習
の
種
目
に
関
す
る
科

目
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は

准
教
授
の
職
に
あ
り
、
若
し
く

は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者
又

は
登
録
基
幹
技
能
者
講
習
の
種

目
に
関
す
る
科
目
の
研
究
に
よ

二

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
が
講
師
と
し
て
登
録
解
体
工

事
講
習
事
務
に
従
事
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ

解
体
工
事
の
監
理
技
術
者

と
な
つ
た
経
験
を
有
す
る
者

ロ

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学

若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る

外
国
の
学
校
に
お
い
て
土
木

工
学
、
建
築
工
学
そ
の
他
登

録
解
体
工
事
講
習
に
関
す
る

科
目
を
担
当
す
る
教
授
若
し

く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、

若
し
く
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ

つ
た
者
又
は
登
録
解
体
工
事
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り
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た

者
ロ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
に
掲
げ

る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有

す
る
と
認
め
る
者

講
習
に
関
す
る
科
目
の
研
究

に
よ
り
博
士
の
学
位
を
授
与

さ
れ
た
者

ハ

国
土
交
通
大
臣
が
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る

者

第
十
八
条
の
六
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
四
第
二
項

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
六
第
二
項
第
二

号
及
び
第
十
八
条
の
八
か
ら

第
十
八
条
の
十
七
ま
で

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関

登
録
解
体
工
事
講
習
実
施
機
関

第
十
八
条
の
三
の
四
第
二
項

第
二
号
及
び
第
十
八
条
の
三

の
六
か
ら
第
十
八
条
の
三
の

十
五
ま
で

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
実
施
機
関

登
録
解
体
工
事
講
習
実
施
機
関

第
十
八
条
の
三
の
六

第
十
八
条
の
三
の
四
第
一
項
各
号

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
四
第
一
項
各
号

第
十
八
条
の
八

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
八
第
八
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
六
第
八
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
八
第
八
号
、
第

十
八
条
の
十
第
九
号
及
び
第

十
八
条
の
十
六
第
一
項
第
四

号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
六
第
八

号
、
第
十
八
条
の
三
の
八
第

九
号
及
び
第
十
八
条
の
三
の

十
四
第
一
項
第
四
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
十
第
三
号

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
の

登
録
解
体
工
事
講
習
の

第
十
八
条
の
三
の
七

第
十
八
条
の
三
の
四
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
四
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で

第
十
八
条
の
三
の
八
第
三
号

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
の

登
録
解
体
工
事
講
習
の

第
十
八
条
の
十
第
四
号
及
び

第
五
号
、
第
十
八
条
の
十
三

並
び
に
第
十
八
条
の
十
六
第

四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
八
第
四
号

及
び
第
五
号
並
び
に
第
十
八

条
の
三
の
十
四
第
四
項
第
一

号
及
び
第
二
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
十
第
七
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
八
第
七
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
十
第
八
号

（
略
）

（
略
）

第
十
八
条
の
三
の
八
第
八
号

（
略
）

（
略
）
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第
十
八
条
の
十
二
第
二
項
及

び
第
十
八
条
の
十
六
第
四
項

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を

登
録
解
体
工
事
講
習
を

第
十
八
条
の
三
の
八
第
十
三

号

第
十
八
条
の
三
の
十
四
第
三
項

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
十
四
第
三
項

第
十
八
条
の
三
の
十
第
二
項

及
び
第
十
八
条
の
三
の
十
四

第
四
項

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
を

登
録
解
体
工
事
講
習
を

第
十
八
条
の
十
三

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
が

登
録
解
体
工
事
講
習
が

第
十
八
条
の
三
の
十
一

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
が
第
十
八
条

の
三
の
四
第
一
項

登
録
解
体
工
事
講
習
が
改
正
規
則

附
則
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
第
十
八
条
の
三
の
四
第
一

項

第
十
八
条
の
十
六
第
一
項

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
に

登
録
解
体
工
事
講
習
に

第
十
八
条
の
三
の
十

第
十
八
条
の
三
の
六

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
六

第
十
八
条
の
三
の
十
三
第
一

号

第
十
八
条
の
三
の
三
第
一
号

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
三
第
一
号

第
十
八
条
の
三
の
十
三
第
二

号

第
十
八
条
の
三
の
七

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
七

第
十
八
条
の
三
の
十
第
三
号

第
十
八
条
の
三
の
十
第
二
項
各
号

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
十
第
二
項
各
号

第
十
八
条
の
三
の
十
三
第
四

号

前
二
条

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
前
二
条

第
十
八
条
の
三
の
十
三
第
五

号

第
十
八
条
の
三
の
十
五

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
十
五

第
十
八
条
の
三
の
十
四
第
一

項

登
録
基
幹
技
能
者
講
習
に

登
録
解
体
工
事
講
習
に

第
十
八
条
の
十
六
第
一
項
第

三
号

受
講
者
の
受
講
番
号
、
氏
名
、
生
年

月
日
及
び
合
否
の
別

受
講
者
の
受
講
番
号
、
氏
名
及
び

生
年
月
日

第
十
八
条
の
三
の
十
四
第
一

項
第
三
号

受
講
者
の
受
講
番
号
、
氏
名
、
生
年

月
日
及
び
合
否
の
別

受
講
者
の
受
講
番
号
、
氏
名
及
び

生
年
月
日

第
十
八
条
の
三
の
十
六
第
二

号

第
十
八
条
の
三
の
七

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
七

第
十
八
条
の
三
の
十
六
第
三

号

第
十
八
条
の
三
の
九

改
正
規
則
附
則
第
二
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
八
条
の
三

の
九
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第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
二
号
の
表
解
体
工
事
業

の
項
第
二
号
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
表
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
建
設
業
法
施
行
規
則

第
十
八
条
の
四
か
ら
第
十
八
条
の
十
八
ま
で
（
第
十
八
条
の
八
第
七
号
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
二
号
の
表
解
体
工
事
業

の
項
第
二
号
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
表
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
建
設
業
法
施
行
規
則

第
十
八
条
の
三
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
三
の
十
六
ま
で
（
第
十
八
条
の
三
の
六
第
七
号
を
除
く
。）の
規
定
を
準

用
す
る
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
と
び
・
土
工
工
事
業
に
関
し
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
解
体
工
事
業
に
関
し
改
正
後
の
建

設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
法
第
七
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
者
と
み
な

す
。

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
と
び
・
土
木
工
事
業
に
関
し
建
設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
者
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
解
体
工
事
業
に
関
し
改
正
後
の
建

設
業
法
施
行
規
則
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
法
第
七
条
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
術
又
は
技
能
を
有
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
定
す
る
者
と
み
な

す
。
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